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地域に貢献する国有財産行政

東北財務局マスコットキャラクター「ザイっち」

令和５年６月
東北財務局
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（注）国有財産法の対象とされていない財産の例としては、現金（会計法において規定）、債権（国の債権の管理等に関する法律において規定）、
物品（物品管理法において規定）などがあり、別の法体系の下におかれています。

屋久島国会議事堂

行政財産以外の財産（庁舎
などの跡地、物納された土地、
政府保有株式など）

国有林野事業のため
の国有林野

皇居、御所、
御用邸など

国道、河川、港湾、
国営公園など

庁舎、宿舎、
刑務所など

森林経営用財産皇室用財産公共用財産公用財産

普通財産行政財産

国有財産

○ 国は、不動産、動産（現金、船舶、航空機など）、債権などさまざまな財産を所有していますが、
国有財産行政の対象となる財産は、国有財産法上の国有財産、例えば、土地や建物などの不動
産、船舶、航空機などの一部の動産、株式などの有価証券などをいいます。
○ 国有財産は「行政財産」と「普通財産」の2つに分けられます。

国有財産とは

正殿

普通財産

出典：環境省HP
（https://www.env.go.jp/park/yakus
hima/photo/a02/cat/post_95.html）

出典：宮内庁HP
（https://www.kunaicho.go.jp/ab
out/shisetsu/kokyo/kokyo.html）

国営ひたち海浜公園

国営ひたち海浜公園提供

https://www.kunaicho.go.jp/about/shisetsu/kokyo/kokyo.html
https://www.env.go.jp/park/yakushima/photo/a02/cat/post_95.html


3

国有財産の現在額・面積

（注） 単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。

○ 国有財産の価格・数量などは国有財産台帳により管理しており、令和３年度末時点の価格
は、126.5兆円となっています。そのうち国有地は、19.8兆円です。

（注）国有財産の現在額には、公共用財産のうち国有財産台帳以外の台帳で管理されている財産（道路、河川など）は含まれていません。

○ 令和元年度末時点の国有地の面積は876.7万haであり、国土の約4分の1を占めています。

【国有財産の現在額の内訳】
（令和3年度末現在）

（注） 国土交通省提供資料により作成しており、左記グラフと作成時点
が異なります。

【国土に占める国有地の面積の割合】

（令和元年の数値）

国土総面積

3,779.5万ha 公有地
（地方公共団体所有）

319.2万ha (8.4%)

1,979.0万ha (52.3%)

私有地

道路・河川等
604.6万ha 

(15.9%)

国有地
876.7万ha 

(23.1%)

国土の約4分の1

独立行政法人等への
出資財産

93.7兆円

普通財産
100.4兆円

国有財産
126.5兆円

森林経営用財産
4 .6兆円

皇室用財産
0 .7兆円公共用財産

0 .8兆円

その他
1 .0兆円

未利用国有地
0 .4兆円

地方公共団体等
への貸付財産

2 .0兆円

在日米軍施設とし
ての提供財産

2 .8兆円

公用財産
19.9兆円

行政財産
26.0兆円

信託受益権
0 .2兆円
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国有財産行政とは

○ 財務省・財務局等は、個々の国有財産の状況を踏まえて、最適な形で管理処分を行えるよう
省庁間の総合調整を行っています。
※国有財産の「管理」…取得、維持、保存及び貸付け等の運用を行うこと。
国有財産の「処分」…売払い、交換、譲与、信託等を行うこと。

財務省・
財務局等

地方公共団体・法人・個人等

宿舎庁舎 国有林野 公園 道路

各省庁
国有財産

財政貢献
最適利用

監査

未利用
国有地

情報提供

政府出資

行政財産

普通財産

管理

管理

総
合
調
整

管理／処分
（貸付け、売払い等）
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国有財産行政における主な取組み

○ 庁舎の空きスペース等について省庁横断的な入替調整を行い、
庁舎等の効率的な使用を推進しています。
また、地方公共団体等とも連携して、国公有財産の最適利用を
推進しています。

地方公共団体の施設
人口減少・過疎化
人口構成の変化

厳しい財政状況

施設の耐震化、
更新急務

現状、バラバラに計画！

認可保育所

児童発達支
援センター

母子生活
支援施設

防災備蓄
センター

まちづくりへの貢献
余剰地の活用

国の庁舎等

国と地方公共団体の庁舎の集約化等

耐
震
化
の
実
現 人口減少・

人口構成変化への対応

管理費用等の縮減

売地

税外収入
売却等

行政財産

国有財産の総括機関である財務省・財務局と地方公共団体が
相互に連携し、地域の庁舎等のニーズを新たに調整（マッチング）

ワンストップ
サービス化

○ 国家公務員等の職務の能率的な遂行
の確保等を目的として設置されています。
また、防災分野、被災者支援や社会福
祉分野にも活用されています。

庁舎 宿舎

津波避難ビルに指定されている国家公務員宿舎
（和歌山市・近畿財務局）

国家公務員宿舎を活用した避難訓練の様子
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国有財産行政における主な取組み
普通財産
○ 将来世代におけるニーズに対応するため、有用性が高く希少な土地は所有権を留保し有効活用を
図る一方、国の厳しい財政状況等を踏まえ、国として保有する必要のない土地については、売却等を
通じて、国の財政に貢献しています。
○ 土地の管理及び処分や庁舎・宿舎の整備に当たっては、まちづくりの観点から地域のニーズに配慮
しています。定期借地制度を利用した貸付け（後述）によって、介護施設等の整備にも国有財産を
活用しています。

≪留保財産の利用方針策定事例（社会福祉施設と商業施設等の複合施設を検討）（目黒区）≫

駒場住宅跡地
（10,071.61㎡）

駒場東大前駅

東京大学

駒場野公園

事業者の計画概要

(北側敷地 約7,000㎡)

導入
すべき
施設

○スーパーマーケット

○歩行空間・広場

○防災備蓄倉庫

○コミュニティ拠点

導入が
望ましい
施設

○地域交流施設

○居住環境向上施設

事業者
提案施設

○学生寮

○老人ホーム

○学童クラブ

南側敷地 約3,000㎡

特別養護老人ホーム

(定員90名以上)

※ いずれの図面も
提案時の図面であり、
今後の協議等により
変更になることがあ
ります。

<事業者作成パース図（北側敷地）>

<事業者作成鳥瞰図（北側敷地）>
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行政財産の有効活用に係る新たな取組み

○ 行政財産の効率的な活用の一環として、以下のような地域貢献等に繋がる有効活用に取り組んで
います。

広島合同庁舎
写真提供元：中国財務局

キッチンカー販売

岐阜合同庁舎
写真提供元：東海財務局

枚方合同宿舎（大阪府）
写真提供元：近畿財務局

ＢＯＸ型サテライトオフィス

熊本地方合同庁舎
写真提供元：九州財務局

港南台住宅（神奈川県）
写真提供元：関東財務局

福岡合同庁舎
写真提供元：タイムズ２４株式会社

５Ｇ基地局

電気自動車用充電器 シェアサイクルカーシェアリング
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○ 保育・介護・医療など人々の安心につながる分野での国有地の積極的活用を図るため、定期借地権
を利用した貸付制度に係る取組みを行っています。

○ 令和３年度末では、定期借地権を利用した貸付件数は146件となっています。

定期借地権を利用した貸付制度に係る取組み

1 3 4 7 8 8 11 11 11 11 112 9 11 14 19
38

53 59 63 64

9 12
17

27
39

50

61

65
68 70 71

10
17

30

45

61

77

110

129
138

144 146

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

（件）

（年度末）

貸付件数の推移
保育関係

介護関係

その他

＜定期借地貸付を活用した事例＞

横浜市内の特別養護老人ホーム（令和３年度開設）

目黒区内の保育所（令和３年度開設）

（注）物納等で、国が定期借地契約の貸主の地位を継承したものを除く。



10

引き取り手のない財産への取組み（相続土地国庫帰属制度）
○ 所有者不明土地の発生を抑制するため、相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させることが
できる制度が創設されました。

○ 本制度において、財務局は、法務局の調査に協力するとともに、国庫に帰属した土地のうち、農用地又
は森林以外の土地の管理・処分を行います。

管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件を
設定し、法務大臣が要件について審査を実施

（１）土地の要件 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可

（２）負担金等 土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の
負担金の納付が必要
※一部の市街地の宅地、一部の市街地及び農用地区域等の農用地、森林の負担金は面積に応じ算定。
それ以外の土地は面積にかかわらず20万円。
※その他申請時に、承認申請に係る土地の一筆ごとに14,000円の審査手数料の納付も必要。

国庫に帰属した土地は、普通財産として、国が管理・処分
・ 主に農用地として利用されている土地、主に森林として利用されている土地
・ それ以外の土地

ア 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地、 イ 土壌汚染や埋設物がある土地、
ウ 危険な崖がある土地、 エ 権利関係に争いがある土地、 オ 担保権等が設定されている土地、
カ 通路など他人によって使用される土地 など

農林水産大臣が管理・処分
財務大臣が管理・処分

〈制度の概要〉
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管内の国有財産について

東北財務局管内の国有財産（⼟地）の現況 東北財務局所管普通財産（⼟地）の現況

利⽤形態別
（令和３年度末現在）

（東北管内のうち）

⾏政財産・普通財産の別

〇 財務省所管国有財産（⼟地）794,371千㎡のうち、東北財務局管内に所在する国有財産は
43,310千㎡（全国比5.5%）となっています。

○ その大部分（約98％）は普通財産であり、利⽤形態別にみると、「在⽇⽶軍への提供」（三沢
基地）と、松島公園などの「地方公共団体等への貸付」が約75％を占めています。

（令和３年度末現在）

県 別

財務省所管

794,371千㎡
在日米軍への提供

43.2％

地方公共団体等への貸付

31.6%

利⽤困難

22.5%

未利⽤ 0.9% その他 1.8%

⻘森県

60.1%

宮城県

15.3%

秋田県

8.8%

山形県

7.7%

福島県 5.8%

岩手県 2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

東北管内

43,310千㎡

（5.5％）

普通財産

42,576千㎡

（98.3％）

⾏政財産

733千㎡

（1.7％）
42,576千㎡
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管内の国有財産について

日本三景のひとつである松島は、松島湾を中心とした、
塩竈市、東松島市、松島町、七ヶ浜町、利府町の二市
三町にまたがる県立自然公園となっています。
公園内の多くの島々及び沿岸部の丘陵地の多くは国有
地となっており、東北財務局では、宮城県に対し、無償貸
付を行っています。

秋田市の中心部に位置する千秋公園は、
秋田藩二十万石の久保田城跡地に造成さ
れた公園であり、四季を通じて楽しめる市民
の憩いの場となっています。
同公園の一部は国有地となっており、秋田

財務事務所では、秋田市に対し、無償貸付
を行っています。

松島公園（宮城県）

千秋公園（秋田県秋田市）
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事例①地域における国公有財産の最適利用

〇 財務局及び財務事務所は、地方公共団体や地方整備局と連携し、厳しい財政事情の中で耐震
化・老朽化の解消等に向けた公的施設の効率的な再編及び最適化を図っています。

概 要

○ 財務局及び財務事務所(国有財産の総括機関)が
地方公共団体等と協議会を設置し、地域の公的施
設のニーズをマッチング。
・ 耐震化･老朽化の対応が求められる国･地方公共
団体の施設を合築整備等により集約化。
・ 合築整備により、公的施設の耐震化･管理費用等
の縮減、ワンストップサービス化を実現。
・既存公的施設の跡地は、新たなまちづくりへの貢献、
売却等による税外収入の確保等。
施設の集約･複合化(例)

地公体図書館：老朽、狭隘

国庁舎：狭隘

地公体コミュニティ施設
：老朽、低稼働率

国庁舎：老朽

売却等 売却等

売却等

売却等

地公体資料館等
：老朽

託児所、保育所等新設

移転

移転

移転

移転

新庁舎

・ 市内に分散している国の行政機関(3官署)を中心市街地
に集約化し、庁舎の老朽･狭隘の解消、利用者の利便性
向上を実現。
・ 市の防災資機材庫を合築整備し、地域の防災機能が
充実。
・ 合築庁舎用地は国が市立病院跡地を交換により取得し、
中心市街地のまちづくりに寄与。
・ 集約前の国の庁舎敷地の一部は同市が交換により取得し、
公共的な施設として利用予定。

(令和4年7月完成)

← JR鶴岡駅

（国土地理院の地図を加工して作成）

鶴岡市役所

鶴岡税務署

地検鶴岡支部・区検 鶴岡公共
職業安定所

鶴岡第２地方合同庁舎

現・市立病院

市立病院
跡地

国と山形県鶴岡市による庁舎の合築整備

【完成した庁舎】
(提供：東北地方整備局)

都市機能の集積を図るべき地区

中心市街地としての役割強化を
進める地区

国の庁舎(集約前)

合同庁舎(集約後)
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事例②地域のニーズを踏まえた国有地の有効活用

〇 個々の財産の特性に応じて、公用･公共用の利用を優先し、地域や社会のニーズの多様化に対応
した国有地の有効活用を進めています。

・ 国有財産のうち普通財産(庁舎跡地等)の売却等は、公用･公共用の利用の優先を原則と
しています。

・ 透明性･公平性を確保した手続きとして、優先的に地方公共団体等からの利用要望を受付
し、審査、契約金額の見積り合せを経たうえで、売却等を行っています。

・ まちづくりに配慮し民間の企画力･知見を反映した土地利用に資するよう、土地利用に関する
企画提案を審査したうえで価格競争を行う方法も行っています。

・ 地域や社会のニーズに対応するために、保育･介護･医療等の社会福祉分野で
利用する場合や、有用性が高く希少な国有地は、定期借地権による有効活用も
行っています。

国有地の売却等手続について
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④ 小学校移転用地（山形県東根市に売却等）

③ 防災施設整備事業用地（青森県平内町に売却）

事例②地域のニーズを踏まえた国有地の有効活用

・ 国庁舎敷地の一部を用途廃止し、道路用地として
活用。
※東日本大震災復興事業

・ 地域住民の生活路線、災害
発生時の｢緊急避難路｣及び
｢住宅地と防災拠点を結ぶ物
流路｣として活用。

（国土地理院の地図を加工して作成）

市道 笠神八幡線
L=1,520ｍ
W=11.5ｍ (2車線)

国が売却等した
国有地

(約770ｍ)

（提供：東根市教育委員会）

（提供：青森県平内町）

・ 校舎に近接する第2グラウンドとして整備･活用。
・ 県にとっては、校舎の遠方に所在していた第2グラウン
ドの借受が解消。生徒のグラウンドまでの移動時間も
短縮。 【整備されたグラウンド】

(提供：宮城第一高校)

① 宮城第一高校グラウンド用地（宮城県に売却）

② 都市計画道路「笠神八幡線」(多賀城市に売却等)
・ 老朽化及び狭隘化が進む小学校の移転用地として
整備・活用。

・ 安心・安全なまちづくりのため、防災施設整備事業に
活用。
・ 老朽化が進む消防庁舎の建替えのほか、防災・ドク
ターヘリポート、災害発生時の緊急避難所等を整備。
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事例②地域のニーズを踏まえた国有地の有効活用

⑦ 都市公園用地（仙台市に無償貸付）

⑥都市計画道路｢太平寺岡部線｣（福島市に売却）
・ 国の庁舎等敷地の一部を道路用地等として活用。
・ 円滑な道路整備等を図るため、未利用の国有地の
一部(図①)をハローワークへ
所管換した後、国有地
(図②、③)を売却。

未利用の国有地

庁舎等敷地
(ハローワーク福島)

市に売却した国有地
(②、③、④)

（国土地理院の地図を加工して作成）

福島市(狐塚・森合地区)

都市計画道路予定地

・ 青葉山公園追廻地区の国有地(約7万9千㎡)を公園整備に活用。
・ ｢第40回全国都市緑化仙台フェア｣(令和5年4～6月)のメイン会場の一つとなるなど、
｢杜の都のシンボル｣として、将来世代にわたり、多くの利用者の憩いの場として利用。

(提供：盛岡地区広域消防組合)

⑤ 消防庁舎移転用地(盛岡地区広域消防組合に売却)
・ 老朽化及び狭隘化が進む消防署の移転用地として
活用。
・ 地域における消防・防災機能の拡充。

【 移転新築した盛岡西消防署厨川出張所 】

※図④は先行して売却。

（左、中央：東北財務局撮影、右：仙台市提供）

【会場の様子】
【大花壇「はなばた飾り」】

国有財産は、

皆さんの身近な場所で

活用されています。

第40回全国都市緑化仙台フェア
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事例③災害時における対応
〇 自然災害の発生に際して、地方公共団体を通じて、発災前の一時避難場所や発災後の仮設住
宅等として、使用可能な国有財産（国家公務員宿舎、未利用国有地等）を提供しています。

○ また、災害発生の際に国有財産を円滑に活用いただけるよう、定期的に未利用国有地に係る情
報提供を行うなど地方公共団体との連携に取り組んでいます。

東日本大震災時の対応国有財産の提供までの流れ

国の庁舎を役場出張所等(浪江町※・双葉町)
として活用 （福島県南相馬市）

被災企業向け仮設事務所用地
（岩手県釜石市）

○仮設住宅として国家公務員宿舎を提供

○仮設住宅用地等として未利用国有地等を提供

提供実績（使用許可戸数）※平成24年１月のピーク時の実績

宮城県 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 合計

250戸 39戸 27戸 23戸 12戸 156戸 507戸

未利用国有地： 仮設住宅用地(約590戸分）、災害廃棄物置場、庁舎等用地等
国の庁舎等 ： 役場出張所等

事例

国

地方公共団体

②無償貸付等①使用要望

※浪江町については、令和3年3月に無償貸付終了。

被災者

③活用

・仮設住宅（国家公務員宿舎）
・仮設住宅や災害廃棄物置場用地
・一時避難場所 等として活用。

（貸付期間：平成23年6月～平成27年2月）
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国有財産に関する相談窓口

青森財務事務所
〒030-8577 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎
管財課 TEL：017-722-1477

盛岡財務事務所 管財課 TEL：019-625-3354
〒020-0023 盛岡市内丸7-25 盛岡合同庁舎

秋田財務事務所 管財課 TEL：018-862-4205
〒010-0951 秋田市山王7-1-4 秋田第二合同庁舎

山形財務事務所 管財課 TEL：023-641-5176
〒990-0041 山形市緑町2-15-3 山形第二地方合同庁舎

福島財務事務所 管財課 TEL：024-535-0310
〒960-8112 福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎

東北財務局 管財総括第一課 TEL：022-263-1111（代表)
〒980-8436 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎Ｂ棟

国有財産(国有地等)に関するご相談やお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。

※ 国有地の取得に関する架空話(うまい話)など不審な点がある場合も、財務局・財務事務所まで
ご連絡ください。

福島財務事務所は、

令和5年5月に左記の

住所に移転しました。


